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さぬき市病院事業公告第１号 

 

 次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行うので、さぬき市建設工事執

行規則（平成１４年さぬき市規則第１１１号）第６条第１項の規定により公告する。 

 

   

令和６年７月１２日 

 

さぬき市病院事業管理者 石 井 知 也 

 

第１ 入札に付する事項 

１ 工事の名称   

令和６年度さぬき市民病院照明設備等改修工事 

 ２ 工事の場所 

   さぬき市寒川町石田東地内 

 ３ 工事の概要 

(1) さぬき市民病院（以下「当院」という。）本館内の照明器具約４,５００基をＬ

ＥＤ照明器具に交換する工事 

(2) 当院の附帯施設内の照明器具約１５基をＬＥＤ照明器具に交換する工事 

  (3) 当院敷地内の駐車場の照明器具約５０基をＬＥＤ照明器具に交換する工事 

  (4) 当院手術室４室の埋込型照明器具を埋込型ＬＥＤ照明器具に交換する工事 

  (5) その他必要個所の照明器具をＬＥＤ照明器具に交換する工事 

  (6) 既設照明器具約４，６００基の廃棄 

４ 工期 

   当院の指定する日から令和７年２月２８日（金曜日）まで 

５ 支払条件  

(1) 前金払 

   有 

(2) 中間前金払 

   無 

 

第２ 入札に参加する者に必要な資格等 

１ 単体企業であること。 

 ２ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。（なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結の

ために必要な同意を得ている者は、同条第１項の規定に該当しない者である。） 
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 ３ 本工事の入札参加申請時において、さぬき市建設工事指名停止等措置要領（平成

１４年さぬき市告示第３６－１号）による指名停止期間中の者でないこと。 

４ 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第１５条の規定に

よる、特定建設業の許可（電気工事業）を受けていること。 

５ 破産法（平成１６年法律第７５号）による破産手続開始の申立て、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。た

だし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

(1)  会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、その決定を受けた日を 

審査基準日とする経営事項審査を受けた者。 

(2)  民事再生法に基づく再生認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者で再 

生手続開始の決定を受けた日又は再審査の申請をする日の直前のその者の事業 

年度終了の日のいずれか遅い日を審査基準日とする経営事項審査を受けた者。 

 ６ 香川県内に法上に規定される営業所を有していること。 

 ７ ６の営業所の拠点に電気工事に係る常勤の技術者を有していること。（当該技術

者は、法第２６条第１項又は第２項に規定する主任技術者又は監理技術者として工

事現場に配置できる又は配置している者であり、かつ、引き続き３ヶ月以上県内に

居住していること。ただし、営業所専任技術者は含まないものとする。） 

 ８ さぬき市の建設工事指名競争入札参加資格者名簿（令和６年度に電気工事を申請

したものに限る。）に登載されていること。 

９ 法第２７条の２３第２項の規定による経営事項審査（審査基準日が、入札参加資

格確認申請書の提出日前１年７月以内のもののうち、直近のもの）に記載のある電

気工事の完成工事高（２年平均、３年平均どちらも有効とする。）が８０,０００千

円以上であり、かつ、総合評点が８００点以上であること。 

 １０ 本工事の入札参加資格申請時において経営事項審査が有効であり、かつ、経営

事項審査終了結果報告書をさぬき市に提出している者。 

 １１ 平成２６年４月１日以降に工事が完成し、引渡しが完了した建築に係る電気設

備工事（新築、増築、改築、修繕、改修工事等に限る。）で、最終請負工事費が５

６，０００千円以上の元請（共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体の代表

者又は出資比率が２０％以上の経常建設共同企業体の構成員に限る。）としての施

工実績があること。  

（注）経常建設共同企業体の構成員については、その出資比率を施工実績に乗じ 

た規模の工事を施工したものとみなす。 

 １２ 法第２７条の１８第１項の規定による監理技術者資格者証（電気工事業に係る

ものに限る。）及び監理技術者講習修了証を有する者で、電気設備工事の技術者と

しての施工経験（監理技術者、主任技術者、担当技術者及び現場代理人のいずれか
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で工期の２分の１以上従事していること。）があるものを当該入札に付する工事に

専任で配置できること。 

なお、当該技術者は、入札日において当該入札者と３ヶ月以上の直接的な雇用関

係にある者に限る。 

 

第３ 入札参加申請に必要な書類の交付 

１ 交付の期間 

令和６年７月１２日（金曜日）から同月２２日（月曜日）まで 

 ２ 交付の時間 

午前９時から午後４時まで 

ただし、正午から午後１時までの間を除く。 

 ３ 交付の場所 

当院総務企画課 管財用度担当 

４ 交付する書類 

(1)  入札参加資格審査確認申請書（様式第１号） 

(2)  工事実績調書（様式第２号） 

(3)  営業所調書（様式第３号） 

(4)  営業所証明書（様式第４号） 

(5)  営業所及び当該営業所が有する技術者の資格証明書（様式第５号） 

５ 交付の方法 

(1) 紙形式 

(2) 電子媒体（書類を受取りにきた者が持参したＵＳＢメモリにデータ挿入） 

(3) さぬき市民病院ホームページから様式をダウンロード 

 ＵＲＬ https://www.city.sanuki.kagawa.jp/hospital/ 

  

第４ 入札参加資格の確認等 

 １ 入札参加希望者は、様式第１号による入札参加資格審査確認申請書及び申請書に

記載された調書並びに証明書（以下「申請書等」という。）をそれぞれ１部提出し、

入札参加資格の確認を受けなければならない。 

  ２ 申請書等の提出は、持参又は郵送によるものとし、電送によるものは受け付けな

い。 

 ３ 申請書等の受付は、次のとおりとする。 

  (1) 受付の期間 

令和６年７月１２日（金曜日）から同月２６日（金曜日）まで 

ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。 

https://www.city.sanuki.kagawa.jp/hospital/
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    (2) 受付の時間  

午前９時から午後４時まで 

ただし、正午から午後１時までの間を除く。 

    (3) 受付の場所  

当院総務企画課 管財用度担当 

４ 資料に記載すべき事項は、次のとおりとする。 

  (1) 工事実績調書（様式第２号） 

    本様式に掲げる要件を満たすことを証明する工事の施工実績を記載すること。 

    (2) 営業所調書（様式第３号） 

        本様式に掲げる要件を満たすことを証明する営業所の状況を記載すること。 

  (3) 営業所証明書（様式第４号） 

    (2)に記載した営業所と商号が異なる場合に限り記載すること。 

    (4) 営業所及び当該営業所が有する技術者の資格証明書（様式第５号） 

法第２６条第１項又は第２項に規定する主任技術者又は監理技術者として工

事現場に配置できる者の資格を記載すること。 

 ５ 入札参加資格の確認は、令和６年７月１２日（金曜日）から同月２６日（金曜日）

に行うものとする。 

６ 入札参加資格の合否結果は、令和６年７月２９日（月曜日）から同月３１日（水

曜日）午後４時までに書面により通知する。 

 ７ 入札参加資格があると認められた者に限り入札参加の対象とする。 

８ 申請書等の作成等に係る費用は、申請者の負担とする。 

 ９ 提出された申請書等は、返却しない。 

  １０ 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明 

 (1) 入札参加資格が認められなかった者は、その理由について、さぬき市病院事業

管理者（以下「管理者」という。）に説明を求めることができる。 

 (2) (1)の説明を求める場合 

① 提出の期間 

令和６年７月３０日（火曜日）から同年８月１日（木曜日）まで 

② 提出の期間 

午前９時から午後４時まで 

ただし、正午から午後１時までの間を除く。 

 ③ 提出の方法 

     持参に限る。 

なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

④ 提出の場所 

     当院総務企画課 管財用度担当 
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  (3) 申し出に対する回答 

   ① 回答の期間 

     令和６年７月３１日（水曜日）から同年８月２日（金曜日）午後４時まで 

   ② 回答の方法 

     当院総務企画課において書面により回答する。 

(4) 苦情の申し立て 

管理者に対して、(3)の回答に不服がある場合は、その旨を記載した書面を令

和６年７月３１日（水曜日）午前９時から同年８月９日（金曜日）午後４時まで

に当院総務企画課 管財用度担当に持参により提出する。 

ただし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

  (5) 管理者は、苦情の申立てを受けた場合は、苦情を受けた翌日から起算して７日

（日曜日、土曜日及び休日を除く。）以内に、書面により回答する。 

 

第５ 入札書に必要な書類の交付 

 １ 必要書類の交付 

   入札参加資格を得た者に対する要領等は、次のとおりとする。 

(1) 交付の期間 

令和６年７月３０日（火曜日）から同年８月６日（火曜日）まで 

  (2) 交付の時間 

午前９時から午後４時まで 

ただし、正午から午後１時までの間を除く。 

  (3) 交付の場所 

当院総務企画課 管財用度担当 

(4) 交付する書類 

① 入札書及び入札内訳書 

    ② 委任状 

   ③ 令和６年度さぬき市民病院照明設備等改修工事 質疑書 

    ④ 入札辞退届 

    ⑤ 令和６年度さぬき市民病院照明設備等改修工事 仕様書 

    ⑥ 既存建物平面図 

    ⑦ 既存建物電気設備竣工図（抄） 

      ⑧ 照明器具参考姿図 

  (5) 交付の方法 

① 紙形式   

② 電子媒体（書類を受取りにきた者が持参したＵＳＢメモリにデータ挿入） 

 ２ 交付書類等に対する質疑 
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(1) 受付の期間 

令和６年７月３０日（火曜日）午前９時から同年８月７日（水曜日）午後４時

まで 

(2) 提出の方法 

① 提出様式 交付した所定の様式の質疑書による。 

② 提出形式 持参又はＦＡＸによる。 

(3) 質疑の回答 

① 日時 令和６年８月９日（金曜日）午後４時 

② 方法 全ての者にＦＡＸで一括回答 

 ３ 現地説明会 

   ① 日時 令和６年８月８日（木曜日）午後２時から 

   ② 場所 当院２階会議室     

４ 辞退届の提出 

(1) 提出の期間   

令和６年８月１９日（月曜日）午後４時まで 

(2) 提出の方法 

  交付した所定の様式の入札辞退届による。 

 ５ 必要書類の交付を受けていない者は入札に参加できない。 

  

第６ 入札及び開札等 

１ 入札及び開札の日時  

令和６年８月２０日（火曜日）午前１０時から 

 ２ 入札及び開札の場所  

当院２階会議室 

 ３ 入札書の提出方法  

持参に限る。 

なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

 

第７ 入札書に記載する金額 

落札決定にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

第８ 入札保証金及び契約保証金 
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 １ 入札保証金 

 免除とする。 

 ２ 契約保証金  

契約保証金の納付、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を 

必要とする。ただし、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険

契約の締結を行った場合にあっては、この限りでない。 

 

第９ 入札内訳書の提出 

１ 入札者は、入札に際し、入札金額に係る積算の内訳を明らかにした入札内訳書を

提出する。 

２ 入札書の金額と入札内訳書の金額が一致しない場合は失格とする。 

３ 入札内訳書の項目は、交付した入札内訳書と同様のものとし、記載内容について

は、少なくとも数量、金額等を明らかにすること。 

４ 入札内訳書は、袋綴じ又は割印をして提出すること。 

５ 入札内訳書は、返却しない。 

 

第１０ 入札の無効等 

 １ 入札に参加できない者 

  (1) 入札書及び入札内訳書を提出しない場合 

  (2) 入札書に記名押印のない場合 

  (3) 記載内容に不備があって、必要事項を確認しがたい場合 

  (4) 入札参加資格審査確認書等の必要書類を期限までに提出しない場合 

  (5) 入札までの間において、第２の入札に参加する者に必要な資格等に掲げるいず

れかの要件を満たさなくなった場合 

  (6) その他、記載内容等が妥当性に欠けると認められた場合 

 ２ 落札決定の取消し 

入札参加資格を有しない者、虚偽の申請を行った者等、入札に関する要件に違反

した入札は、無効とし、無効の入札をした者が落札者である場合には落札決定を取

り消す。 

 

第１１ 落札者の決定方法 

 １ 全ての入札者が、予定価格を超過した場合は、引き続き再入札を行う。 

 ２ 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合は、引き続き再入札を行

う。 

 ３ ２の入札の結果、同価の入札をした者が２者以上ある場合は、引き続き再々入札

を行う。 
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４ ３を行った後、同価の入札をした者が２者以上ある場合は、くじ引きにより落札

者を決定する。 

 

第１２ 契約の締結 

１ 当該入札に付する工事に係る請負契約は、落札業者と管理者の合意の下で速やか

に締結する。 

２ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、

落札者が入札に参加する資格のいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該

請負契約を締結しないことがある。 

 

第１３ 前金払 

 さぬき市建設工事執行規則第３８条第２項の規定に基づき、希望により請負代金額 

２００万円以上の工事につき、請負代金額の１００分の４０以内の額を支払う。 

ただし、１０万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

第１４ その他 

 １ 落札者は、第２ ７に掲げる技術者を当該工事の現場に配置すること。 

 ２ 前項で配置する技術者は、原則として変更できない。 

なお、本人の病気、死亡、退職等特別な理由により、やむを得ず配置技術者の変

更をする場合は、この者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

第１５ 問合せ先 

 さぬき市民病院経営管理局総務企画課 

 担当 森・齋藤 

 ＴＥＬ ０８７９－４３－２５２２（内線２０６・PHS９０２） 


